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小
作
人
及
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農
業
労
働
者

き

読ト

Iま

し

~， 

き

本
稿
は
、
。
ハ
テ
ル
氏
の
印
度
農
業
経
情
論
に
撮
っ
た
も
の
で
る
る
。
該
書
は
マ
ス
タ
ー
・
オ
プ
・
ァ

l
ツ
の
請
求
論
文
と
し
て
起
草

さ
れ
た
と
そ
の
序
文
に
記
さ
れ
て
あ
り
、
印
度
農
村
の
全
般
に
亙
る
と
と
な
く
、
山
平
に
ボ
ン
ベ

l
州
内
の
一
地
方
の
調
主
研
究
に
す

ぎ
な
い
が
、
本
書
に
述
べ
た
と
と
ろ
は
、
金
印
度
の
農
村
に
概
ね
誼
用
し
得
ら
れ
る
と
著
者
は
い
っ
て
ゐ
る
。
果
し
て
然
る
か
断
言

は
で
き
な
い
が
、
営
該
地
方
が
印
度
に
於
て
も
重
要
な
一
一
地
帯
を
な
し
て
ゐ
る
と
と
ろ
か
ら
見
て
、
製
問
的
に
も
相
営
に
慣
値
あ
る

印
度
の
農
村
社
命
同

九

1) Ambalal D. Patel， Inuian Agricllltl1ral Economics. Bomba，ro 1937， 



印
度
の
農
村
社
曾

二

O

も
の
と
い
ふ
乙
と
が
出
来
ゃ
う
と
思
ふ
。

メ
ー
ン
の
「
古
代
法
論
」
や
「
農
村
枇
合
論
」
の
如
き
古
典
的
名
著
を
始
め
幾
多
の
貴

重
な
研
究
が
る
る
が
、
。
ハ
テ
ル
氏
の
著
書
は
、
勿
論
之
等
の
研
究
と
比
肩
す
べ
き
も
な
い
さ
L

や
か
友
も
の
で
あ
る
に
し
て
も
、
そ
ι

の
特
色
と
も
い
ふ
ぱ
き
賄
は
、
印
度
人
の
乎
に
依
る
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
と
と
で
あ
る
。
欧
米
の
接
点
仰
の
視
察
し
件
な
い
賄
、
或
ひ

向
段
、
印
度
の
農
村
枇
ん
刊
に
つ
い
て
は
、

は
少
く
も
翻
貼
を
具
に
し
て
、
そ
の
凶
の
青
年
問
中
徒
と
し
て
視
察
し
又
論
断
し
た
と
と
ろ
に
若
干
の
意
義
が
存
在
す
る
の
で
は
な
い

か
と
思
ふ
も
の
で
る
る
。

印
度
人
の
手
に
な
る
斯
紐
の
研
究
は
向
ほ
他
に
相
官
多
く
存
注
す
る
が
、
之
昨
一
寸
の
中
主
要
な
も
の
だ
け
で
も
引
刑
す
る
暇
も
な
い

の
は
残
念
で
あ
る
が
、
多
少
な
り
と
も
東
亜
民
放
の
一
大
部
分
を
な
す
印
度
の
農
村
枇
合
研
究
の
紺
と
し
た
い
立
味
で
一
光
づ
と
れ

を
公
表
す
る
共
第
で
あ
る
(
本
書
巻
末
に
そ
の
詳
細
な
文
献
が
あ
る
)
。

第

一

節

)子

-
h
A
U
 

司一回

者
狛
な
英
川
内
の
政
策
に
よ
り
、
府
年
他
く
な
き
搾
取
の
下
に
附
吟
し
て
来
た
印
度
に
・
も
、
第
一
弐
冊
一
界
大
肢
を
契
機
と
し
て
多
少

の
希
望
が
ほ
の
み
え
て
来
た
。
一
九
三
五
年
の
印
度
統
治
法

J
J
Vロ

C
0
2
5
E
Bけ
C
同
町
長
P
K
F
S

忌

5
8
の
制
定
は
、
従
来
の

印
度
統
治
の
政
治
的
並
に
経
情
的
外
視
を
一
一
嬰
せ
し
め
、
折
か
ら
さ
し
も
深
刻
で
あ
っ
た
世
界
的
の
不
況
も
漸
次
に
下
火
と
な
り
、

農
産
物
の
依
格
も
少
し
宛
騰
貴
の
兆
が
見
え
初
め
た
の
で
、
印
度
農
民
も
、
漸
く
前
途
に
明
る
さ
左
認
め
る
に
五
っ
た
。
今
ま
で
は

そ
の
退
川
町
的
危
凶
民
性
と
、
何
一
つ
改
革
日
策
佐
施
し
て
央
れ
な
い
政
府
に
封
ず
る
不
信
と
か
ら
、
不
幸
な
運
命
の
開
拓
に
施
す
術
も

泣
く
過
し
た
農
民
も
、
山
容
が
魁
っ
た
や
う
に
起
ち
立
っ
た
の
で
あ
る
。
農
村
出
'M
苛
の
青
年
謬
徒
が
、
件
以
凶
の
農
業
問
題
に
調
布
研
究
一

の
手
を
清
け
た
営
時
の
枇
A
M
H

は
正
に
斯
か
る
新
し
い
涼
間
集
の
裡
に
あ
っ
た
市



さ
て
、
印
度
の
人
々
は
、
常
時
約
三
億
五
千
寓
人
で
あ
っ
て
、
そ
の
中
農
民
は
二
億
七
千
両
人
を
数
へ
、
と
れ
ら
が
大
小
七
十
市
内

の
村
落
に
住
ん
で
居
た
。
そ
の
約
九
割
は
土
地
に
関
係
す
る
何
か
知
ら
の
生
業
に
従
事
し
て
ゐ
た
。
斯
椋
に
人
口
椛
成
の
上
か
ら
見

て
医
倒
的
に
農
業
闘
で
あ
っ
た
が
、
工
業
上
か
ら
見
て
も
農
業
に
依
存
し
、
輸
出
の
八
割
は
農
産
物
に
よ
っ
て
山
め
ら
れ
、
そ
れ
が

や
が
て
同
民
の
時
耳
力
の
源
泉
を
な
し
て
ゐ
た
。
政
府
の
財
政
も
確
震
な
地
利
に
大
部
分
の
基
礎
を
沿
い
て
ゐ
た
か
ら
、
結
局
、
農

業
が
印
度
。
杭
済
的
繁
柴
の
根
源
を
・
な
し
て
ゐ
た
と
い
ふ
と
と
が
出
来
る
。

斯
技
に
農
業
は
主
要
の
地
位
を
占
め
て
ゐ
た
が
、
技
術
的
に
見
れ
ば
全
く
幼
稚
で
、
数
世
紀
来
の
因
襲
に
囚
は
れ
、
蹴
米
諸
附
の

進
歩
し
た
mm態
に
比
較
す
れ
ば
、
土
地
改
良
施
設
の
貧
弱
な
る
と
と
は
お
話
に
な
ら
な
い
。
嘗
っ
て
一
九
二
六
年
に
営
時
の
政
府
出

之
に
つ
い
て
王
立
印
度
農
業
委
員
合
の
・
出
上
立
殺
し
た
悲
翻
論
は
背
臨
時
に
常
つ

業
顧
問
ク
ラ
ウ
ス
ト
ン
博
士
ロ
デ
(
〕
F
E窓
口
が
、

て
ゐ
る
。
犬
故
に
印
皮
農
業
の
護
展
の
た
め
に
は
是
非
共
科
串
的
研
究
が
必
要
た
の
で
る
る
。

従
来
、
農
主
経
済
撃
者
に
し
て
夙
に
識
ら
れ
る
も
の
と
し
て
は
、
ボ
ン
ベ

1
0
マ
ン
博
士
口
同
・
民

gロ
・
パ
ン
ヂ
ヤ
プ
の
カ
ル
パ

ー
ト
氏
〈
同
・

6
P
H
4
2け
の
如
き
先
覧
者
が
あ
り
、

共
後
多
く
の
向
型
徒
も
大
い
に
力
を
詑
い
だ
が
、

正
直
の
と
と
ろ
、
印
皮
の
地
域

が
右
大
で
あ
り
、

未
だ
完
全
な
成
果
を
る
げ
て
居
た
い
と
い
ふ
の
が
宮
山
川
で
あ

且
つ
各
地
の
欣
況
が
千
差
宮
内
別
で
あ
る
た
め
に
、

る
。
そ
と
で
、
。
ハ
テ
ル
氏
は
い
さ
L

か
建
っ
た
方
法
で
本
問
題
の
研
究
を
途
行
し
た
。

従
来
期
間
似
の
研
究
は
村
落
〈
巳
臣
官
を
封
象
と
し
た
も
の
が
多
か
っ
た
が
、
各
村
落
別
の
研
究
は
政
村
生
活
の
究
明
に
勿
論
訂
献

し
た
事
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
之
等
は
何
れ
も
常
設
村
落
の
個
別
的
研
究
で
あ
る
。
印
度
で
も
全
く
白
足
的
の
村
落
と
い
ふ
も
の
は

稀
有
の
と
と
で
宮
っ
て
、
一
般
に
或
る
村
落
の
綜
合
的
経
済
は
、
之
れ
に
隣
接
す
る
他
の
村
落
及
び
地
方
的
小
都
合
と
の
聞
に
行
は

れ
る
取
引
と
緊
密
な
連
絡
が
あ
る
か
ら
、
数
簡
の
村
落
を
以
っ
て
形
成
す
る
よ
り
大
き
な
医
域
に
し
て
、
且
つ
よ
り
大
き
な
円
日
比
的

範
問
を
持
つ
も
の
を
概
括
jυ

て
観
察
し
な
け
ね
ば
、
農
村
経
済
の
全
貌
は
明
ら
か
と
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。

印
度
の
農
村
社
曾

1) Patel. op. cit. p・1.

2) Patel. op. cit. p. 3. 



印
度
の
農
村
社
曾

以
上
の
如
き
主
場
か
ら
、
.
パ
テ
ル
氏
は
タ
ル
カ
パ
PH己
g
を
単
位
と
し
て
前
十
介
す
る
こ
と
と
し
た
。
タ
ル
カ
は
ス
タ
ル
ク
叶
mwzw

又
は
ク
ハ
ジ
ル

吋
p
r
曲
目
同
と
呼
ば
れ
ハ
該
暫
序
文
参
照
〉
一
定
の
金
佐
土
地
の
官
吏

K
H納
す
る
地
問
、
即
ち
民
納
院
(
富
山
房
、
大
英

恐
ら
く
日
本
の
郡
に
世
ら
す
と
難
ど
も
遠
く
あ
る
ま
い
。
そ
と
で
椴
り
に
郡
，
と
し
て
む
か
う
。
と
の
研
究
方

和
辞
典
)
で
あ
る
が
、

法
が
制
球
し
て
安
治
で
あ
る
か
は
断
定
出
来
な
い
が
、
印
度
の
賀
怖
か
ら
見
て
一
理
-b
る
主
張
と
い
ふ
と
と
は
出
来
ゃ
う
。
市
し
て
同

一
の
方
訟
を
採
川
し
た
研
究
は
必
や
し
も
パ
テ
ル
氏
の
み
な
ら
や
向
ほ
若
干
の
宜
例
が
あ
る
と
い
は
れ
る
。

さ
て
、
斯
校
に
村
訴
を
封
象
と
せ
や
し
て
郡
を
研
究
単
位
と
し
た
理
山
は
兎
も
あ
れ
、
氏
が
か
L
る
郡
と
し
て
自
己
の
故
郷
で
あ

る
ボ
ル
サ
ド
郡
な
澄
ん
だ
と
と
は
賢
明
で
あ
る
と
い
は
れ
や
う
。

ポ
ル
サ
ド
郡
は
、

ボ
ン
ベ

l
省
カ
イ
ラ
管
院
岡
弘
言
。
。

-
F
2
c
g
F

に
麗
し
、
九
十
一
筒
村
よ
り
成

国
負
出
ゲ
伊
匂
可
]
守
由
回
目
島
市
H
H
口
匂

り
、
面
積
一
一
一
一
千
万
引
に
建
ず
る
。
山
陵
な
く
一
般
に
平
均
一
で
地
味
肥
沃
、
所
謂
チ
ヤ
ロ
グ

1
ル

A
U
E
g
g同
日
即
ち
肥
沃
地
と
し

て
知
ら
れ
た
区
域
の
小
心
を
な
し
て
ゐ
る
3

人
口
特
度
も
カ
イ
ラ
管
区
中
で
最
も
調
密
で
あ
り
、
営
地
方
の
代
表
的
農
業
地
帯
と
い

そ
の
性
民
は
主
と
し
て
自
作
の
バ
チ
、
ダ
ル
階
級
並
び
に
小
作
の
グ
ラ
ラ
ス
階
級
(
後
詰
参
照
)
よ
り
成
っ
て
ゐ
る
。

は
れ
、

九

一
年
に
於
け
る
総
人
口
は
約
一
四
三
、

0
0
0
人
で
あ
っ
て
、
そ
の
中
農
民
は
一
一
八
、

0
0
0人
、
即
ち
約
八
二
パ
ー
セ
ン
ト
に
常

る
。
而
し
て
郡
内
九
十
一
節
部
落
の
中
、
一
商
人
を
超
ゆ
る
も
の
は
一
向
に
す
ぎ
夕
、
故
少
は
百
十
四
人
で
る
る
が
、
平
均
約
一
千

三
百
人
よ
り
成
っ
て
ゐ
る
。

次
に
、
そ
の
調
荻
方
法
を
見
る
に
、
先
づ
全
両
域
を
そ
の
土
地
の
肥
沃
度
か
ら
L
L
中
下
の
三
階
級
に
分
類
し
、
一
史
に
之
mt
の
巾
よ

り
地
質
・
枝
族
的
構
成
・
吐
合
的
並
に
宗
教
的
脅
俗
・
敬
育
程
度
・
負
債
・
市
場
及
び
交
通
の
難
易
等
、
即
ち
農
民
の
粧
情
生
活
に

影
響
左
及
ぼ
す
自
然
的
並
び
に
祉
合
的
保
件
か
ら
見
て
、
九
十
一
前
部
落
巾
よ
り
三
十
七
簡
の
代
表
的
部
落
を
撰
揮
し
た
。
更
に
之

等
の
部
落
に
つ
い
て
、
各
種
の
保
件
か
ら
見
て
代
表
的
家
放
二
百
八
十
八
を
撰
み
十
数
回
に
一
且
り
貴
地
調
布
を
行
っ
た
が
、
主
な
る



も
の
は
夏
季
、

モ
ン
ス
ー
ン
季
及
び
多
季
の
三
同
に
於
け
る
も
の
で
る
っ
た
。

以
上
の
如
き
古
詩
的
立
場
に
よ
っ
て
営
該
地
方
の
駐
合
経
済
的
諸
問
題
、
就
小
負
債
問
題
に
つ
い
て
詳
細
な
る
研
究
を
行
っ
た
も

の
で
あ
る
が
、
本
稿
に
於
い
て
は
、
そ
の
中
、
カ
ス
ト
制
度
、
土
地
割
度
、
小
作
及
び
M

労
働
者
問
題
に
関
す
る
部
分
の
概
要
の
み
を

紹
介
す
る
に
止
め
る
。

格
り
に
調
夜
部
落
並
び
に
家
族
に
闘
す
る
概
括
的
統
計
を
あ
げ
て
ゐ
か
う
。
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ト

制

度

の
雨
者
の
相
閥
関
係
は
特
に
重
要
な
も
の
で
、
之
れ
を
度
外
硯
し
で
は
正
鵠
白
判
断
は
殆
ん
ど
不
可
能
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。

と
の
事
は
印
度
の
事
者
ム
カ
l
ジ

1
教
授
も
強
調
し
て
ゐ
る
が
U

何
人
も
と
の
賠
は
異
論
は
-
な
い
で
あ
ら
う
。
故
に
カ
ス
ト
制
度
の

凡
そ
、
人
の
経
情
生
活
は
そ
の
枇
合
的
身
分
と
宗
教
観
と
に
密
接
の
閥
係
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
印
度
に
於
て
は
、

重
要
性
が
伏
在
す
る
。

印

度

の

農

村

社

曾

と

1) Prof. R. Mukerjee， F0l11ll1ation of Ill(lian Ecollomics， p 60， (Patel， of. 

cit. p. 61町 12.3)



印
度
の
農
村
社
合

二
回

さ
て
、
カ
ス
ト
制
度
の
沿
革
や
本
質
に
就
て
は
多
く
の
早
者
の
研
究
が
護
表
さ
れ
て
ゐ
る
。
大
韓
・
民
狭
二
義
よ
り
、
民
義
で
は
あ

ら
ゆ
る
封
鎖
的
附
級
ハ
開
放
的
階
級
に
割
立
す
る
)
を
意
味
し
、
狭
義
で
は
特
に
印
度
の
カ
ス
ト
を
指
す
。
そ
の
特
色
は
、
山
厳
格
な

る
職
業
の
世
襲
、
カ
ス
ト
相
互
間
の
上
下
附
係
、
及
び
カ
ス
ト
相
正
の
嫌
悪
、
従
っ
て
内
婚
の
三
貼
に
存
す
る
も
の
と
い
は
れ
る
。

テ
ン

=
l
ス
は
、
出
生
階
級
と
職
業
階
級
と
の
統
一
間
巴
山
口
出
巴
『
宮

4
0
ロ
の
与
己
仲
間
間
仲
間

E
5
L
出

2
丘
町
田
仲
間
包
で
あ
る
と
要
約
し

。4

て
ゐ
る
。

nv 
nJ'“
 

〆口口門ハしVO
 

A
リ

八
リ

訟
に
い
ふ
の
は
勿
論
狭
義
の
印
度
に
於
け
る
カ
ス
ト
で
あ
る
と
と
は
巾
す
ま
で
も
な
い
。
之
れ
に
つ
い
て
、
バρLV 

悶
勢
調
芥
一
報
台
。
8
2田
M
H
O
-
v
o

立。こ
H
M
L
F
E
H
H

は
次
の
如
く
記
し
て
ゐ
る
。
日
く
パ
カ
ス
ト
と
は
同
一
の
租
先
を
有
す
る
も
川

の
と
信
じ
、
且
つ
、
一
般
に
特
定
の
職
業
φ

乞
一
不
す
共
通
の
杭
を
帯
ぶ
る
家
族
の
集
圏
を
い
色
。
而
し
て
、
カ
ス
ト
は
凡
て
、
姉
州
、
川

食
事
、
職
業
等
に
つ
い
て
特
殊
白
方
則
が
存
し
、
夫
等
は
何
れ
も
宗
教
上
の
制
裁
が
住
ふ
も
の
と
信
じ
ら
れ
て
ゐ
る
。
初
期
に
於
て
叫

は
比
較
的
寛
山
俗
で
あ
り
、
カ
ス
ト
間
の
婚
姻
ゃ
、
移
動
等
が
許
さ
れ
て
ゐ
た
。
然
し
な
が
ら
、
後
に
は
永
年
の
肉
裂
か
ら
枇
合
的
拘

汰
と
か
枇
合
的
分
業
と
い
ふ
原
則
が
破
れ
、
各
カ
ス
ト
に
伴
ふ
間
有
の
機
能
と
い
ふ
も
の
が
漸
く
同
定
す
る
に
至
て
世
襲
が
主
ん
ぜ

一
九
一
一
年
の
印
度

ら
れ
る
様
に
な
っ
た
。

印
度
の
カ
ス
ト
は
そ
の
原
始
的
形
態
と
し
て
は
次
の
四
姓
或
ひ
は
四
階
級
に
分
類
さ
れ
る
と
い
は
れ
、
と
の
貼
で
は
凡
て
の
人
の

意
見
が
一
致
し
て
ゐ
る
。

フ.

ハ
波
雑
門
)

国]守

mHrg山
口
問

フ

円ず

ン

ク

シ

(
利
帝
利
〉

(
見
合
)

ハ
首
陀
羅
〉

同
国
げ
伊
丹
江
田
由

ヤ

ト

ア

ヴ

シ

i戸

〈
阿
世
町
田

ruyg

コ二

四

フ

m
z
L円
盟
国

ス

ド

2)高田岩波哲皐覧手県， p 137参照.

3) Patcl， of. cit. p. 61. 



プ
ラ

l
マ
ン
は
宗
教
を
司
り
最
高
の
地
伎
を
有
し
、
ク
シ
ヤ
ト
リ
ア
は
武
士
に
し
て
之
に
弐
ぐ
貴
伎
で
あ
り
、
ヴ
ヱ
シ
ヤ
は
農
耕
又

は
商
業
に
従
事
す
る
庶
民
、
而
し
て
サ
ド
ラ
は
最
低
の
奴
隷
階
級
に
民
す
る
も
の
と
さ
れ
て
ゐ
た
。
同
し
て
之
等
の
山
抗
は
永
い
年

月
の
聞
に
、
種
々
の
事
情
か
ら
分
裂
、
新
生
又
は
外
来
に
よ
る
迫
加
等
に
よ
り
克
に
幾
つ
か
の
副
次
的
カ
ス
ト
を
生
じ
、
ボ
ン
ベ

l

省
の
み
で
約
百
五
十
を
算
し
、
一
九

O
一
年
の
セ
ン
サ
ス
に
依
れ
ば
一
億
六
千
寓
人
の
調
茶
巾
約
九
百
を
算
し
た
と
い
は
れ
る
。
次

に
営
面
白
調
寂
医
域
に
於
け
る
と
の
問
題
に
つ
い
て
越
ペ
ゃ
う
。

二
、
ボ
ル
サ
ド
・
グ
ル
カ
の
カ
ス
ト
に
つ
い
て
c

ボ
ル
サ
ド
・
グ
ル
カ
の
カ
ス
ト
は
、

間
有
の
ア
リ
ア
ン
人
的
要
素
に
加
ふ
る
に
多
く
の
外
来
人
和
が
移
性
混
交
し
た
結
果
今
日

で
は
約
四
十
種
に
達
す
る
に
王
っ
た
。
さ
て
之
市
干
の
多
く
の
カ
ス
ト
を
ぱ
如
何
に
介
類
す
可
き
か
と
い
ふ
と
と
が
問
題
と
な
っ
て
く

る

一
九
ゴ
二
年
に
行
は
れ
た
パ
口
、
グ
州
国
号
c
a
p
m
g
g
の
セ
ン
サ
ス
報
告
の
採
用
し
た
方
式
が
参
考
と
な
ら

う
。
之
に
依
れ
ば
、
カ
ス
ト
を
先
づ
九
つ
の
大
群
に
分
ち
、
印
度
敬
徒
出
古
合
w

ジ
ヱ

l
ン
教
ハ
若
口
那
教
)
徒

-rvr
及
び
和
放

に
関
係
あ
る
甲
子
乙
カ
ス
ト
を
第
一
乃
至
第
七
の
カ
ス
ト
と
な
し
、
問
教
徒
居
己
由
民
吉
田
を
第
八
カ
ス
ト
と
な
し
、
北
川
の
他
を
一
括

之
に
つ
い
て
は
、

し
て
第
九
カ
ス
ト
と
す
る
。
更
に
之
等
の
カ
ス
ト
を
ぱ
、
文
化
の
程
度
か
ら
五
階
級
に
分
類
す
る
も
の
で
、
之
を
表
示
す
る
と
弐
の

如
く
に
な
る
。
M 
o 

M
O
B白
色

Qgω

何
回
目
。
白
内
各
O

(
町
富
市

一
〉
・
切

g
r
g
E

〈

ω
-
M
W
E
M
g

一
の
・
可
阿
V
片
山
品
開
『

『
同
)
・
回

m
H
F
O】
守
閃
D
H
Z

-
H出
・

kpzrEM

ド・4

L
P

品4
1
p

回。。品

ト司

』イ

同塁。】司目。
L
F
5
2
E
m

印

度

の

農

村

社

曾

二
五

4) Pate1. of. cit. !'・ 62.
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A. Brahmin 4 4 3 

r. Advanced 34 27 24 B. Bania 3 

C. Patidor 27 22 20 

II…。 l DBUiaorkol 57 25 47 
51 60 27 

E. Artisan 4 3 2 

III. Illiterate ii F 叫 raj 3 3 
9 9 44 

G. Depressed 6 6 44 

IV. Muslim 2 l 11 H. Musl 2 

V. The Rest 4 3 4 
11 1 4 3 4 

Total. 100 100 100 
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100 100 100 



前
表
に
よ
れ
ば
、
下
居
カ
ス
ト
に
属
す
る
者
が
一
九
一
一
年
よ
り
一
九
二
一
年
に
亙
る
十
ヶ
年
に
六
%
よ
り
間
四
dm
に
激
増
し
て

ゐ
る
が
、
ベ
グ
ル
氏
は
、
と
れ
は
と
の
カ
ス
ト
群
が
膨
脹
し
た
と
見
る
よ
り
も
、
従
来
他
の
カ
ス
ト
に
屈
し
た
品
引
を
新
た
に
と
の
部

門
に
算
入
し
た
た
め
で
あ
ら
う
と
た
し
、
統
計
の
信
接
す
る
に
足
ら
な
い
一
一
誼
左
と
断
じ
て
ゐ
る
。
中
同
肢
の
パ
リ
ア
涜
し
く
は
コ
リ

ス
は
五
七
%
よ
り
二
五
M
刊
に
と
遣
に
激
減
し
て
ゐ
る
と
と
ろ
を
見
れ
ば
、
分
類
規
準
の
不
確
定
も
る
ら
う
が
、
一
枇
命
目
的
建
議
の
念
調

を
暗
示
し
て
ゐ
る
様
に
思
は
れ
る
。
他
の
カ
ス
ト
が
大
関
と
の
二
十
年
間
に
異
動
の
比
較
的
少
な
い
所
を
見
て
も
、
之
に
よ
っ
て
仰

れ
の
閣
に
も
見
ら
れ
る
如
く
、
中
居
階
級
の
洩
落
と
下
暦
階
級
の
増
加
と
の
因
果
関
係
が
印
度
農
村
に
も
著
し
い
現
象
で
る
る
と
と

が

ほ

ピ

推

定

で

き

ゃ

う

。

.

州
北
に
ボ
ル
サ
ド
地
方
に
於
け
る
代
表
的
の
三
部
落
に
つ
い
て
同
じ
様
な
問
題
を
一
九
一
二
一
年
の
セ
ン
サ
ス
に
依
っ
て
覗
は

ち
。
ベ
タ
ル
氏
が
選
ん
だ
も
の
は
、
何
れ
も
常
詰
地
方
の
肥
沃
地
帯
に
属
し
、
人
口
か
ら
見
て
凡
そ
大
中
小
の
三
段
階
を
代
表
す
る

も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
ア
ン
ク
ラ

l
プ
(
人
口
約
四
、
五

O
O
)
、
ェ
サ
ラ
ヤ
ハ
約
一
、
九

O
O
)
及
び
パ
ス
ナ
(
約
一
、
二

O
O〉
で

あ
り
、
ア
ン
ク
ラ

1
ブ
は
地
方
的
市
場
と
し
て
知
ら
れ
、
凡
ゆ
る
カ
ス
ト
を
包
含
し
、

ニ
サ
ラ
ヤ
は
準
者
か
ら
営
地
方
の
代
表
的
部

落
と
認
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。
以
上
三
部
落
の
カ
ス
ト
を
人
口
構
成
に
於
け
る
比
率
か
ら
見
る
と
次
の
如
く
に
な
る
。
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司
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印

度

の

農

村

社

曾

本
表
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
と
と
は
、
中
M
M
階
級
が
人
口
の
大
牛
を
占
め
、
上
府
之
に
つ
ぎ
、
下
関
庄
が
三
位
に
あ
る
と
と
、
岡
敬
徒

二
八

揮
が
農
業
地
帯
に
限
ら
れ
た
結
果
で
あ
ら
う
。

は
多
少
存
在
す
る
が
基
督
教
徒
が
零
で
あ
る
と
と
で
あ
る
。
右
は
大
出
営
地
五
の
典
型
的
事
例
と
柄
せ
ら
れ
る
が
、
代
表
部
落
の
濯

更
に
一
一
一
部
落
の
カ
ス
ト
数
を
見
る
に
、
ア
ン
ク
ラ

l
プ
は
サ
プ
・
カ
ス
ト
を
入
れ
て
山
十
一
に
し
て
最
も
多
い
が
、

小
み
が
市
場
を
持
ち
、
餓
道
停
車
場
が
設
け
ら
れ
、
人
口
も
多
く
、
従
っ
て
農
業
以
外
の
各
種
職
業
の
成
立
を
可
能
な
ら
し
め
る
た
め

で
あ
る
と
認
ら
れ
る
。
エ
サ
ラ
ヤ
は
二
十
一
、
パ
ス
ナ
は
儲
か
に
十
六
に
し
て
前
者
と
よ
き
釘
加
を
示
し
て
ゐ
る
。
結
局
人
口
の
増

加
が
カ
ス
ト
数
の
増
加
と
相
伴
ふ
と
と
、
純
農
村
ほ
ど
カ
ス
ト
も
取
純
化
す
る
と
と
が
見
ら
れ
よ
う
。
参
考
の
た
め
に
二
部
落
の
農

業
人
口
の
全
人
口
に
釣
す
る
比
率
を
見
る
に
ア
ン
ク
ラ

l
プ
八
O
d
W
2
ニ
サ
ラ
ヤ
八
九
%
、
パ
ス
ナ
九
O
u
w
と
な
っ
て
ゐ
る
。

ぼ
然
ら
ぱ
カ
ス
ト
と
農
業
と
の
闘
係
如
何
。
之
れ
に
つ
い
て
以
下
説
明
し
ゃ
う
内

前
項
に
あ
げ
た
代
表
的
三
部
落
に
於
け
る
凶
卜
一
の
カ
ス
ト
の
中
、
農
業
に
従
事
す
る
も
の
は
十
四
に
達
す
る
。
と
れ
ら
を
各
階

級
別
に
表
示
す
れ
ば
弐
の
如
く
に
な
る
に
V

Palidars 

fRajputs 
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円
U

，EE
E
F
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目、

官

E
A

と
れ
は
同
地

之
れ
に
よ
り
回
教
徒
や
基
督
敬
徒
山
手
に
は
全
く
農
業
闘
係
者
の
な
い
と
と

Vagharis 
Dheds 

を
知
り
作
る
。

而
し
て
右
の
'
巾
、
。
ハ
チ
ダ
1
レ
'
・
パ
リ
ア
ス
ハ
パ
ク
ン
ワ
ジ

ア
ス
を
合
む
)
ラ
ジ
プ
ツ
ツ
・
ガ
ラ
シ
ヤ
ス
及
び
デ
ツ
ド
の
八
カ
ス
ト
は
そ

の
八

O
X
が
農
業
に
従
事
す
る
も
の
で
、
就
中
パ
チ
ダ
1
ル
は
農
業
カ
ス
ト

と
も
稲
し
伴
ら
れ
る
主
要
カ
ス
ト
で
あ
る
。

パ
ユ
ア
〈
第
一
階
級
B
群
)
並
び
に
ア

ル
ヂ
ザ
ン
ハ
第
二
中
居
お
群
)
共
他
に
も
農
業
に
従
事
す
る
者
が
稀
に
有
る
が
、
彼
等
は
、
そ
の
数
組
め
て
少
き
と
と
、
主
に
副
主

プ
ラ
マ
ン
(
第
一
階
級
A
群)、

5) Pa.tel. op. cit. p. 69 



と
し
て
な
す
こ
と
、
贈
興
又
は
抵
営
権
行
使
の
結
果
と
し
て
得
た
る
土
地
を
所
有
す
る
に
す
ぎ
な
い
と
と
、
及
び
農
耕
に
必
要
た
家

公
川
・
農
具
等
を
所
有
し
な
い
と
と
た
ど
の
理
由
か
ら
之
れ
を
除
外
し
て
も
差
支
な
い
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
。
次
に
主
要
農
業
カ
ス
ト

に

(六)つ
ν、
て
述

"'" ゃ
う

主
要
農
業
カ
ス
ト
・

A. 

ハ

チ

ダ

I
;t-

可
門
戸
広
島
自
・

パ
チ
ダ
l
ル
は
一
五
来
「
村
の
土
地
所
有
者
」

P
F
2白
山
口
仲

Z
E
M
L
O向
子
信
三

-vmo
と
い
ふ
意
味
を
も
っ
て
居
hv
、
彼
等
は
農

耕
に
長
け
て
ゐ
る
。
組
先
は
ク
シ
ヤ
ト
リ
ャ
、
即
ち
プ
ラ

l
マ
ン
に
共
ぐ
名
族
の
出
で
あ
る
と
信
じ
、
六
社
紀
頃
に
北
方
印
度
よ
り

グ
ジ
ヤ
ラ

l
ト

cε
足
三
(
営
地
方
の
名
稿
〉
の
肥
沃
地
帯
に
南
下
し
、
土
若
の
コ
リ
共
他
の
民
を
征
服
し
て
定
著
し
た
も
の
で
あ

る
。
十
八
世
紀
に
他
の
侵
掠
を
受
け
一
時
勢
力
を
失
墜
し
た
が
、
一
件
ぴ
盛
返
し
、
最
近
は
営
地
方
会
人
口
の
約
二
八
%
を
占
め
て
ゐ

る

村
に
於
け
る
彼
等
の
地
位
は
土
地
所
有
者
と
し
て
優
れ
て
居
り
政
府
か
ら
も
枇
舎
か
ら
も
貰
脱
さ
れ
て
ゐ
る
。

即
ち
村
の
長
老
乃
至
村
長
は
概
ぬ
パ
チ
グ
I
ル
か
ら
選
出
さ
れ
る
。
そ
の
衣
食
住
も
比
較
的
良
好
で
、
財
産
と
し
て
は
土
地
・
家
高

共
他
の
財
費
を
持
ち
、
大
開
設
村
の
・
中
堅
と
な
る
盟
か
な
白
作
者
と
い
ふ
と
と
が
出
来
ゃ
う
。
吉
凶
の
儀
棺
も
白
か
ら
支
排
し
得
、

或
ひ
は
負
債
あ
る
に
し
て
も
町
の
商
人
は
安
全
左
投
資
と
し
て
立
口
ん
で
貸
付
け
る
。
彼
等
は
又
種
々
の
職
工
、
放
組
り
の
祈
一
時
師
、

放
事
人
等
に
取
っ
て
良
き
保
護
者
で
あ
る
。

マ
キ
ス
出
片
山

Hrru

彼
等
は
教
育
の
程
度
は
低
い
が
農
業
技
術
に
す
ぐ
れ
て
居
り
、
よ
く
気
候
風
土
を
理
解
し
、
輪
作
も
知
っ
て
居
る
。
一
般
に
集
性

敢
錆
で
進
取
的
で
あ
る
が
移
住
は
あ
ま
り
好
ま
な
い
が
、
最
近
不
況
の
た
め
盛
ん
に
行
は
れ
る
に
至
っ
た
。
農
業
以
外
の
職
業
と
し

て
は
、
商
人
・
法
律
家
・
皆
帥
・
官
吏
な
ど
と
な
る
も
の
も
相
官
多
い
。
そ
の
性
格
は
農
民
の
常
と
し
て
概
ね
嘗
慣
を
堅
守
し
、
結

二
九

印
度
の
農
村
社
曾



印

度
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村
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曾

O 

掛
と
葬
儀
に

E
費
を
投
十
る
風
が
あ
る
。

と
れ
は
官
者
に
限
ら
や
、
貸
家
は
借
財
ま
で
し
て
之
れ
を
支
排
す
る
風
が
あ
る
。
饗
宴
の
多
寡
に
よ
っ
て
仲
間
か
ら
批
難
さ
れ
る

と
と
を
悦
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

凶
み
に
、

町
一
'
姉
は
一
般
に
印
度
の
弊
風
で
あ
り
、
と
れ
が
た
め
n
T
耕
禁
止
法

CM山
富
山

Jpq佐
官
同

g
E
E
f炉内け・

5uw。
・
を
制

定
し
替
弊
是
一
此
に
つ
と
め
て
ゐ
る
。
子
女
の
外
山
内
は
厳
に
抑
制
さ
れ
、
特
に
祉
合
的
地
位
の
高
い
ほ
ど
蹴
絡
で
あ
り
、
姉
人
は
村
の

共
向
井
戸
か
ら
の
水
汲
み
の
た
め
に
も
外
出
出
来
危
い
場
合
も
あ
る
。
概
し
て
婦
女
子
の
地
位
は
低
く
教
育
も
不
振
で
あ
る
。

同
ヒ
パ
チ
グ
1
ル
に
属
し
て
も
部
落
を
異
に
す
る
と
相
互
に
交
通
し
友
い
場
合
も
あ
り
、
一
辿
婚
も
行
は
れ
た
い
と
と
も
あ
る
。
寡

婦
の
一
件
姉
に
つ
い
て
は
共
通
の
原
則
と
い
ふ
も
の
は
な
い
が
、
或
る
部
落
で
は
絶
割
に
禁
止
さ
れ
、
或
る
も
の
で
は
是
認
さ
れ
て

ゐ
る
。
宗
教
は
ヒ
ン
ズ
ー
教
が
行
は
れ
、
稀
に
他
の
宗
教
も
多
少
信
ぜ
ら
れ
る
。
何
れ
に
し
て
も
他
人
の
宗
教
は
等
質
す
る
。
種
々

の
占
を
信
巳
た
り
断
食
し
た
り
、
時
に
は
宗
教
的
饗
宴
を
行
ひ
叉
順
躍
も
行
ふ
。
農
耕
D
開
始
・
建
築
・
井
戸
掘
等
に
宗
教
的
儀
鵡

が
屡
々
行
は
れ
る
。

要
す
る
に
、
パ
チ
ダ
l
ル
は
比
較
的
堅
置
な
自
作
農
と
し
て
、
枇
合
的
に
も
巾
堅
を
た
し
、
進
取
的
に
し
て
環
境
に
順
臨
す
る
傾

向
が
あ
り
、
知
識
階
級
に
は
近
代
的
生
前
を
享
有
す
る
も
の
も
出
て
居
る
が
、
一
般
に
教
育
は
未
だ
不
振
で
る
り
、
之
れ
が
普
及
に

よ
り
向
上
せ
し
め
る
絵
地
が
存
す
る
。

B. 

ダ
ラ
一
フ
及
び
コ
リ

u
y
p
z
-
g
M
E
L
同
O
阿佐

パ
チ
ダ
1
ル
が
概
ね
自
作
者
た
る
に
反
し
、
ダ
ラ
ラ
(
バ
リ
ア
と
同
じ
)
と
コ
リ
と
は
小
作
人
階
級
を
形
成
す
る
。
彼
等
は
山
岳

林
野
地
帯
の
原
始
土
若
人
の
後
奇
で
、

コ
リ
は
グ
ラ
ラ
よ
り
も
枇
命
目
的
地
位
が
低
い
も
の
と
認
め
ら
れ
る
e

彼
等
は
官
該
地
方
の
全

人
口
に
封
し
約
三
八
%
の
比
率
に
及
び
、
最
も
多
い
カ
ス
ト
で
あ
っ
て
殆
ん
ど
各
部
落
に
散
布
し
て
ゐ
る
。



そ
の
性
一
万
来
兇
暴
で
あ
り
、
英
領
前
に
は
概
ね
掠
奪
を
事
と
す
る
無
頼
の
徒
で
あ
っ
た
。
近
年
に
一
れ
る
ま
で
一
般
の
治
安
を
容
し

善
良
な
農
民
に
取
っ
て
不
安
の
種
で
る
っ
た
。
就
中
パ
パ
ル
・
J

ア
パ
ハ
グ
ラ
ラ
に
屈
す
る
〉
と
い
ふ
兇
漢
は
此
の
地
方
で
悪
名
を
馳

せ
、
越
に
宮
古
に
捕
へ
ら
れ
た
が
共
の
巨
額
の
費
川
は
ハ
イ
デ
ア
・
ヴ
エ
ロ
同

PEP
ぐ
巾
さ
即
ち
一
一
組
の
刑
罰
税
と
し
て
地
方
民
に

賦
川
附
さ
れ
た
が
猛
烈
な
反
封
を
招
い
て
二
ヶ
月
で
停
止
し
た
と
い
ふ
挿
話
が
あ
る
。

最
近
そ
の
悪
習
も
大
い
に
改
善
さ
れ
、
漸
次
に
師
農
す
る
傾
向
が
る
る
が
、
農
業
技
術
は
拙
劣
で
あ
り
、
性
怠
伯
に
し
て
慌
か
に

数
ケ
バ
を
支
ふ
る
に
足
る
収
穫
を
作
れ
ば
満
足
し
、
浪
費
紳
も
る
り
常
に
負
債
に
悩
ん
で
居
る
。
従
っ
て
生
活
程
度
は
極
め
て
低

く
、
強
健
な
肉
酬
聞
と
精
力
を
持
ち
な
が
ら
そ
の
日
暮
し
が
多
い
。

宗
教
は
印
度
数
、
文
u
u
k
し
て
ポ
リ
ガ
ミ
ー
が
普
及
し
早
婚
の
風
習
あ
り
、
ん
括
的
の
再
婚
が
常
に
行
は
れ
離
婚
も
多
い
。
必
ず
る

に
パ
チ
グ
l

ル
に
比
較
し
て
は
る
か
に
劣
悪
友
農
業
カ
ス
ト
と
い
ふ
と
と
が
出
来
ゃ
う
。

奴

隷

カ

無
事
の
下
居
カ
ス
ト
の
中
、
デ
ツ
ト
、
パ
ン
ギ
及
び
チ
ヤ
マ
ル
等
も
亦
農
業
カ
ス
ト
と
い
ふ
こ
と
が
出
来
ゃ
う
。
デ
ツ
ト
ロ
}
】
丘
団

C. 

ス

ト
(
不
可
鯛
階
級
)

ロ
き
己
口
rmHEg

は
農
業
労
働
者
を
辞
泊
と
し
、

チ
ヤ
マ
ル
(
)
}
岡
田
HHgz
は
皮
革
税
工
や
家
主
町
議
撤

パ
ン
ギ
国
吉
国
向
山
田
は
村
の
掃
除
人
夫
で
あ
り
、

人
か
ら
成
っ
て
ゐ
る
。
後
の
二
者
は
共
O
数
少
く
村
々
に
僅
か
宛
散
布
し
て
ゐ
る
に
す
ぎ
友
い
。
之
等
の
一
般
か
ら
除
け
者
に
さ
れ

て
ゐ
る
カ
ス
ト
は
ハ
リ
ジ
ヤ
ン
出

2
と
閉
山
口
と
呼
ば
れ
、

と
の
地
方
の
一
九
三
五
年
に
於
け
る
報
告
に
よ
れ
ば
、
総
人
口
の
約
一
一
九

%
を
占
め
て
ゐ
る
。

J

プ
ッ
ト
は
一
般
に
農
業
労
働
に
従
事
す
る
も
の
で
る
り
、
稀
に
織
物
工
と
な
る
も
の
も
あ
る
。
土
地
は
殆
ん
ど
持
た
歩
、
他
の
農

家
に
農
繁
期
に
屈
は
れ
、
と
の
季
節
外
に
は
一
家
を
皐
げ
て
他
の
部
落
又
は
都
舎
に
移
り
主
に
工
業
方
面
の
労
働
を
求
め
る
。
共
性

は
勤
勉
に
し
て
克
く
困
苦
に
堪
え
る
。
時
に
は
上
居
階
級
よ
り
無
料
奉
仕
を
強
ひ
ら
れ
之
れ
を
担
め
ば
制
裁
を
受
け
る
ほ
ど
無
気
力

印
度
の
農
村
社
曾



印
度
の
農
村
山
低
曾

又
牧
入
は
僅
か
な
の
で
生
前
程
度
は
極
め
て
低
い
が
、
蛸
躍
・
葬
儀
等
の
費
に
充
て
る
た
め
カ
ン
グ
制
度
開
宮
ロ
L
F
P

4
a
m
g
と
稀
す
る
高
利
(
一
ヶ
年
三
割
乃
至
四
割
)
の
借
債
を
な
す
を
常
と
し
、
之
れ
が
た
め
に
勤
勉
に
し
て
質
素
な
る
に
も
拘
ら

や
貧
背
か
ら
浮
上
る
と
と
が
出
来
な
い
。
開
躯
も
ん
般
に
虚
弱
で
あ
る
。

で
も
あ
る
。

枇
合
的
に
は
最
も
抑
座
さ
れ
た
附
級
に
尉
し
、
し
か
も
榊
を
恐
れ
従
順
に
し
て
単
純
た
る
も
一
般
枇
合
か
ら
除
外
さ
れ
て
ゐ
る
。

夫
れ
が
た
め
に
、
公
設
井
戸
・
水
槽
・
串
校
・
国
書
館
・
寺
院
等
を
利
用
す
る
と
と
が
出
来
た
い
。
住
居
は
部
落
の
郊
外
に
限
ら
れ

円
十
姉
に
し
て
裂
い
仰
の
一
時
帰
を
認
め
る
。
宗
教
は
印
度
教
を
信
や
る
も
の
が
多
い
が
、
近
年
基
督
敬
が
と
の
下
居
附
級
に
宣
布
さ
れ
約

凶
三
%
が
之
に
入
っ
た
と
と
は
注
意
す
べ
き
貼
で
あ
ら
う
。

以
上
の
如
く
、
下
居
カ
ス
ト
は
枇
命
日
的
に
極
め
て
不
遇
の
地
位
に
あ
り
、
農
業
労
働
の
給
源
と
し
て
僅
か
に
存
在
し
て
ゐ
る
に
す

ぎ
な
い
が
、
近
年
之
れ
に
釘
し
基
督
教
合
の
枇
命
救
済
事
業
が
作
者
し
く
詐
及
設
建
し
、
無
料
の
宿
泊
所
・
型
校
・
酷
療
施
設
等
を
始

め
、
生
前
改
善
な
ら
び
に
解
放
運
動
が
勃
興
し
つ
L
あ
る
。
之
れ
に
依
り
彼
等
の
物
質
的
更
生
。
み
な
ら
や
、
枇
合
的
除
外
の
習
俗

匡
正
の
運
動
が
殻
民
し
多
少
の
故
泉
は
認
め
ら
れ
る
が
未
だ
容
易
に
奮
弊
を
一
掃
し
仰
な
い
。
カ
ス
ト
の
封
鎖
的
特
性
が
と
の
黙
で

も
よ
く
一
不
さ
れ
て
ゐ
る
。

D
 
I哉

:1: 

カ

ス

ト

訟
に
職
ヱ
カ
ス
ト
と
般
稿
し
て
一
括
し
た
も
の
は
、
凡
そ
農
業
に
統
接
の
闘
係
を
有
す
る
雑
多
の
手
工
業
者
を
指
し
た
も
の
で
、

鍛
冶
工
は
農
機
共
製
逝
に
、
大
工
は
農
兵
製
遣
に
依
っ
て
闘
係
を
持
ち
、
四
髪
帥
も
村
で
は
屡
々
簡
易
な
外
科
皆
と
し
て
の
役
目
を

果
し
、
又
そ
の
妻
は
産
婆
と
な
っ
て
農
民
に
御
川
在
つ
と
め
る
。
靴
工
は
靴
の
他
に
も
皮
網
の
如
き
農
業
加
の
皮
細
工
を
池
り
、
印

直
人
に
必
要
な
水
汲
用
の
皮
袋
の
如
き
も
そ
の
手
に
な
る
e

陶
工
は
土
皿
や
穀
倉
の
遁
替
に
関
係
す
る
と
い
っ
た
や
う
な
も
の
で
る

る
。
之
等
の
仕
事
は
現
金
の
他
に
一
部
は
穀
物
を
以
っ
て
支
沸
は
れ
る
。



以
上
に
於
い
て
大
韓
、
純
粋
の
農
業
カ
ス
ト
と
認
め
ら
れ
る
も
の
か
ら
之
れ
に
準
や
可
き
も
の
に
五
る
各
種
カ
ス
ト
の
概
況
を
逃

べ
た
。

品亡

論(七)
じ
て
ゐ
る。

次
に
カ
ス
ト
制
度
の
農
業
経
済
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
越
べ
ゃ
う
。
之
に
つ
い
て
ベ
グ
ル
氏
は
次
の
如
く
七
項
目
に
豆
つ

カ
ス
ト
は
製
宥
が
経
済
的
繁
柴
の
法
と
た
す
枇
合
的
分
業
原
珂
を
北
川
礎
と
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
に
あ
る
。

即
ち
カ
ス
ト
は
夫
々
の
農
村
純
掛
内
に
於
い
て
特
定
の
職
能
を
負
ひ
村
落
の
集
間
生
前
は
各
カ
ス
ト
の
協
同
の
上
に
成
立
っ
て
ゐ

る
。
か
く
し
て
過
去
に
於
て
は
自
給
自
足
の
村
落
単
位
も
存
在
し
た
と
と
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
。

第

枇
合
的
介
業

世
襲
制
の
確
立
カ
ス
ト
は
叉
各
人
の
職
業
の
扶
襲
制
に
よ
り
職
業
，
泣
揮
の
た
め
に
無
川
の
心
配
を
す
る
煩
を
符
く
と

い
ふ
に
あ
る
。
と
れ
が
た
め
に
世
舎
的
並
び
に
個
人
的
安
定
を
も
た
ら
し
、
且
つ
職
業
習
件
に
組
め
て
便
宜
で
あ
り
且
つ
容
易
で
あ

る
と
い
ふ
に
あ
る
。

第

カ
ス
ト
は
叉
同
一
カ
ス
ト
に
所
属
す
る
者
の
協
同
を
促
進
せ
し
め
、
近
代
的
協
同
組
合
制
度

の
目
的
と
軌
を
一
に
す
る
と
い
ふ
に
あ
る
。
例
へ
ば
吉
凶
に
伴
ふ
種
々
の
儀
般
に
は
必
や
は
一
カ
ス
ト
の
所
属
者
は
相
互
に
扶
助

第
三

カ
ス
ト
内
の
協
同
促
進

し
、
男
女
犬
々
趨
営
の
仕
事
を
分
携
し
、
奴
隷
も
夫
れ
に
相
営
の
役
目
を
演
や
る
が
如
き
と
れ
で
あ
る
。
婚
費
に
は
古
来
チ
ャ
ン
ラ

。rg
F
と
稿
す
る
負
捨
金
が
営
事
者
の
親
戚
知
友
等
か
ら
出
指
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
。

隔
離
と
特
樺
の
有
無
軽
重

同
一
カ
ス
ト
叉
は
数
多
の
カ
ス
ト
聞
に
於
い
て
、
夫

?
r』
の
カ
ス
ト
が
特
樺
を
持
っ
か
持

た
ぬ
か
、
又
は
そ
の
特
権
の
軽
首
一
一
等
を
最
も
よ
く
一
不
す
も
の
は
部
落
形
成
の
際
に
於
け
る
中
心
よ
り
の
隔
離
の
程
度
に
よ
っ
て
示
さ

第
四

れ
る
と
と
を
普
通
と
す
る
。
即
ち
中
心
よ
り
遠
去
か
る
に
従
っ
て
地
位
は
低
下
す
る
。
例
へ
ば
プ
ラ

i

マ
ン
や
パ
エ
ア
が
中
心
に
位

し
パ
チ
ダ
l
ル
之
に
弐
ぐ
と
い
っ
た
如
く
で
あ
る
。
斯
く
し
て
各
カ
ス
ト
は
夫
々
特
殊
地
帯
を
占
掠
し
、
之
れ
が
た
め
に
、
カ
ス
ト

印
度
の
農
村
社
曾

一一一一一一



印
度
の
農
村
枇
曾

四

の
結
合
を
強
化
し
相
互
防
衛
に
役
立
つ
と
い
ふ
に
あ
る
。
何
故
隔
離
が
行
は
れ
る
か
と
い
へ
ば
、

カ
ス
ト
が
呉
れ
ば
飯
食
を
共
に
す

る
と
と
が
出
来
子
、
叉
地
位
の
高
い
カ
ス
ト
の
者
は
低
い
カ
ス
ト
の
者
と
同
席
す
る
と
と
も
出
来
な
い
か
ら
で
あ
る
と
い
は
れ
る
。

而
し
て
、
各
カ
ス
ト
の
地
位
の
規
準
は
そ
の
経
済
力
や
智
力
の
差
に
依
ら
守
し
て
全
く
古
来
の
停
統
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
一
五
は
Y

運
命
的
で
あ
る
。
例
へ
ば
パ
チ
ダ

1
ル
、
ラ
ヂ
プ
ッ
ッ
、
ダ
ラ
ラ
等
は
何
れ
も
同
校
耕
作
者
で
あ
っ
て
も
、
パ
チ
ダ
1
ル
が
最
高
の

地
位
を
有
す
る
が
如
き
は
と
れ
が
た
め
で
あ
る
。各
カ
ス
ト
は
夫
々
カ
ス
ト
国
樫
を
形
成
し
、
所
属
員
に
封
し
奉
仕
し
て
ゐ
る
。
又
所
山
崎

員
の
行
動
を
監
闘
し
、
カ
ス
ト
の
基
金
管
迎
も
行
ひ
、
金
利
や
賃
銀
の
決
定
等
の
経
済
的
機
能
を
も
皆
み
、
之
れ
が
制
裁
は
岡
法
を

超
越
し
て
行
は
れ
、
そ
の
担
化
は
弊
害
を
仲
ふ
と
と
も
あ
る
の
で
政
府
の
干
渉
が
行
は
れ
る
様
に
友
っ
た
。

第
六
内
婚
制
極
端
な
内
婚
制
が
特
色
を
な
し
て
ゐ
る
が
、
と
れ
が
た
め
る
る
カ
ス
h
の
男
は
他
の
カ
ス
ト
の
女
と
姉

畑
宣
行
ふ
を
仰
な
い
。
庇
々
る
る
カ
ス
ト
の
副
カ
ス
ト
に
さ
へ
も
之
れ
が
油
則
さ
れ
る
。
と
れ
を
厳
守
す
る
結
果
民
放
の
護
肢
を
妨

げ
、
又
男
女
の
比
率
が
不
均
衡
と
な
り
、
男
子
数
が
著
し
く
女
子
よ
り
少
く
な
っ
た
。

持
働
及
び
資
本
の
移
出
制
限

第
五

カ
ス
ト
国
間
の
自
主
的
統
制

カ
ス
ト
は
労
働
及
び
資
本
の
移
出
佐
忌
む
た
め
に
種
々
の
弊
容
を
生
や
る
。
例
へ
ば
、

カ
ン
ピ
同

E
Z
と
い
ふ
極
め
て
侮
辱
的
た
意
味
の
名
郁
を
附
せ
ら
れ
卑
下
さ
れ
る
か
ら
移

杭
者
は
と
れ
を
汁
受
す
る
か
又
は
移
住
を
止
め
・
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
験
者
の
中
に
は
斯
か
る
風
視
を
以
っ
て
平
等
視
に
反
す
る
も

。
ハ
チ
グ
i
b
が
他
村
に
移
住
す
る
と
、

U~ 
F七

の
と
し
て
批
難
す
る
も
の
も
る
る
。
叉
と
の
風
習
は
牧
入
の
道
を
制
限
し
生
前
標
準
を
低
下
せ
し
め
る
結
果
と
も
な
ら
う
。

以
上
カ
ス
ト
制
度
の
特
徴
と
も
い
ふ
可
き
離
を
あ
げ
た
が
、
。
ヘ
タ
ル
氏
は
結
論
と
し
て
、
本
制
度
は
多
く
の
長
所

を
持
っ
て
ゐ
る
が
、
枇
舎
的
宗
教
的
、
な
ら
び
に
経
済
的
護
法
を
阻
存
し
た
と
と
も
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
と
れ
な
撒
践
し
て
寓
人
を

高ff

論

千
山
?
な
ら
し
め
る
と
と
に
努
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
れ
は
組
め
て
難
事
主
で
あ
り
近
き
将
来
に
は
到
底
討
現
す
べ
く
も
な
い
。
然
し



漸
進
主
義
を
以
っ
て
、
先
づ
サ
プ
・
カ
ス
ト
を
基
本
カ
ス
ト
に
吸
牧
せ
し
め
、
基
本
カ
ス
ト
を
故
後
に
単
一
カ
ス
ト
と
し
て
合
同
せ
し

む
る
に
如
く
は
な
い
で
あ
ら
う
。
現
夜
の
カ
ス
ト
が
有
す
る
長
所
は
種
々
の
協
同
組
合
運
動
を
以
っ
て
代
ら
し
め
る
と
と
に
す
る
。

各
階
居
の
阿
有
の
文
化
と
か
停
統
と
か
は
枇
舎
の
各
方
面
に
犬
々
有
款
な
機
能
を
護
輝
す
る
で
あ
ら
う
。
そ
の
相
互
の
隔
り
も
教
育

の
4
4
H

及
に
依
っ
て
是
疋
す
る
と
と
が
出
来
ゃ
う
。
今
日
の
文
化
の
趨
勢
は
各
人
に
可
及
的
に
均
等
の
機
舎
を
輿
へ
る
と
と
に
あ
る
。

今
日
高
等
教
育
b
L
受
け
た
印
度
の
文
化
人
の
中
に
は
岐
に
何
等
の
差
別
も
認
め
て
居
泣
い
者
が
多
い
。
外
掛
制
も
之
乍
の
人
々
に
依

っ
て
行
ば
れ
て
ゐ
る
。
教
育
と
訓
練
と
そ
各
人
白
己
の
職
業
を
決
定
す
る
も
の
で
断
じ
て
カ
ス
ト
で
は
な
い
。
犬
放
に
各
人
が
カ
ス

ト
の
異
同
を
忘
れ
て
員
に
皐
一
の
カ
ス
ト
の
中
に
混
入
し
、
唯
一
つ
の
印
度
人
と
い
ふ
名
を
誇
り
作
る
日
の
来
る
と
と
を
望
む
も
の

で
る
る
と
結
ん
で
ゐ
る
。第

三

節

地

北
川
H
叶
d

e
i
 
i
 

v
i
 

度

士

ボ
ル
サ
ド
郡
内
の
政
府
直
属
七
十
二
部
落
に
於
け
る
一
九

O
一
年
及
び
一
九
二
一
年
の
二
固
に
亘
る
調
架
か
ら
、
農
家
の
土
地
所

有
形
態
を
見
れ
ば
次
の
如
く
で
あ
る
。
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印
度
の
農
村
社
曾

ム
ノ、

そ
れ
に
よ
っ
て
見
る
と
、
所
有
戸
数
は
と
の
二
十
年
間
に
約
八
O
M
m
の
増
加
を
示
し
た
る
に
拘
ら
や
、
耕
地
面
積
は
却
っ
て
僅
か
!

・
な
が
ら
二

μ
の
減
少
を
示
し
て
ゐ
る
か
ら
、
一
戸
平
均
の
耕
地
面
積
に
於
い
て
七
英
反
か
ら
一
二
・
八
英
反
へ
と
殆
ん
ど
半
減
し
て
ゐ

る
。
斯
か
る
急
激
の
費
化
が
如
何
な
る
事
情
に
基
く
か
判
明
し
な
い
が
、
と
の
傾
向
か
ら
見
れ
ば
最
近
は
更
に
二
英
反
内
外
に
減
少

せ
ね
ば
な
る
ま
い
と
一
石
は
れ
て
ゐ
る
。
向
ほ
、
五
英
反
以
下
の
所
有
者
が
二
十
世
紀
の
初
頭
に
於
い
て
岐
に
過
半
数
を
占
め
、
爾
後

二
十
年
間
に
更
に
増
加
し
て
八
二
%
に
珪
し
た
る
が
如
き
は
如
何
に
も
農
家
波
落
の
念
潮
友
る
か
を
一
不
す
も
の
で
あ
る
。

然
ら
ば
と
れ
が
原
因
如
何
。
ベ
グ
ル
氏
は
第
一
に
相
綾
制
度
を
あ
げ
て
ゐ
る
。
即
ち
印
度
で
は
、
平
等
分
割
削
が
行
は
れ
、
父
の

死
後
そ
の
財
産
は
凡
て
の
男
児
に
平
等
に
分
割
さ
れ
る
た
め
に
排
地
制
分
の
因
を
た
す
も
の
で
あ
る
。
次
に
は
人
口
増
加
率
の
高
い

こ
と
が
る
げ
ら
れ
る
。
一
九

O
一
年
か
ら
一
九
一
一
一
年
の
聞
に
同
地
方
の
人
口
は
問
・
四
%
の
増
加
を
示
し
た
。
特
に
男
子
は
女
子

に
封
し
て
三
封
一
の
割
合
で
多
く
な
っ
て
ゐ
る
と
い
は
れ
る
。
第
一
の
相
績
制
皮
の
特
質
と
相
結
ん
で
と
れ
が
細
分
化
に
一
暦
拍
車

を
か
け
た
も
の
で
る
ら
う
。
第
三
は
生
活
苦
の
た
め
に
土
地
を
抵
営
と
し
て
負
債
を
な
し
、
と
れ
が
た
め
に
債
権
者
就
中
商
人
等
の

手
に
土
地
所
有
権
が
移
動
す
る
と
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
第
四
に
は
、
寺
院
に
到
す
る
容
附
(
と
れ
を
パ
ン
ジ
ヤ
ラ
ポ

1
ル
吋

E
V
E
-

ち
同
町
田
と
呼
ぶ
)
共
他
の
慈
善
事
業
に
封
す
る
寄
附
学
が
あ
げ
ら
れ
て
ゐ
る
。
後
者
の
例
と
し
て
は
、
各
村
々
に
は
デ
ツ
ト
、
パ
ン

ギ
の
如
き
奴
隷
カ
ス
ト
や
貧
し
い
ブ
ラ

l
マ
ン
等
の
た
め
に
パ
サ
ヤ
ク
司
白

guypg閣
と
栴
す
る
数
英
反
の
土
地
が
設
け
ら
れ
て
ゐ
る

と
い
ふ
と
と
で
あ
る
。

以
上
の
諸
原
因
の
中
、
各
岡
共
通
の
も
の
も
あ
る
が
印
度
特
有
の
も
の
も
る
る
。
さ
で
か
く
し
て
土
地
の
細
分
化
が
行
は
れ
る
と

と
は
農
村
人
口
増
加
か
ら
来
る

'H然
の
勢
で
或
利
何
度
は
避
け
難
い
現
象
で
あ
る
が
、
ペ
ダ
ル
氏
は
制
分
化
そ
れ
白
身
は
必
し
も
悪
い

も
の
と
は
思
は
な
い
と
見
て
ゐ
る
。
即
ち
耕
地
過
大
な
る
場
合
に
は
却
っ
て
粗
放
経
営
に
流
れ
易
い
の
で
、
所
前
趨
性
規
模
の
程
度

に
分
割
さ
れ
る
と
と
は
よ
い
が
、
そ
の
標
準
以
下
に
な
る
場
合
に
初
め
て
細
分
化
の
弊
が
認
め
ら
れ
る
も
の
と
い
ふ
に
あ
る
。



右
の
土
地
分
割
は
、
平
等
相
績
制
の
た
め
に
、
各
相
蹟
人
が
夫
々
皐
に
面
積
の
み
・
な
ら
や
肥
沃
皮
・
交
通
の
便
否
竿
様
々
の
下
に

そ
の
樺
利
を
主
張
す
る
た
め
に
一
居
激
化
し
て
零
細
化
が
助
長
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
斯
く
の
如
き
耕
地
零
細
化
は
結
局
農
業
経
替
の

安
定
を
続
く
主
要
原
因
と
な
る
の
で
、
政
府
や
識
者
の
問
に
改
善
の
方
策
が
屡
戎
に
亘
っ
て
唱
へ
ら
れ
、
一
九
二
五
年
の
ボ
ン
ベ
!

立
法
委
員
合
に
於
て
は
法
律
を
以
っ
て
小
耕
地
所
有
者
の
合
同
を
箆
さ
し
め
趨
性
規
模
を
維
持
せ
ん
と
計
っ
た
が
農
民
の
猛
烈
た
反

封
を
受
け
て
賓
現
し
な
か
っ
た
。
ペ
ダ
ル
氏
は
自
費
的
の
耕
地
組
合
結
成
を
以
っ
て
本
問
題
解
決
の
最
良
策
と
な
し
、
或
は
耕
地
交

陥
悦
策
を
主
張
す
る
も
の
も
あ
る
が
、
容
易
に
賞
現
し
た
い
や
う
で
あ
る
。

第

四

節

小
作
人
及
農
業
勢
働
者

一
、
先
づ
波
地
方
に
於
け
る
各
階
級
別
の
人
り
を
百
分
比
を
以
っ
て
示
す
と
弐
の
如
く
で
あ
る
。

之
に
よ
れ
ば
、
小
作
人
は
大
凡
三

O
u
m内
外
を
占
め
、
帥
労
働
者

は
六

dm内
外
に
す
ぎ
な
い
。
人
口
構
成
か
ら
見
た
中
心
は
白
作
農

戸コqJ 。。
ー 1921 

地主

自作人 38.20 

30.28 

6.52 1.97 

37.91 

29.60 小作人

努働者

農

業

印
度
の
農
村
社
曾

6.14 5.14 開

0.71 

非農

0.03 

I 74.65 ¥ 

~F ~ * ~ I :<5.3'不7.88
it" ~TII可 100

82.12 

17.88 

{也

計

其係

者

メ0..
仁1

に
あ
る
と
と
を
知
り
得
る
。
唯
地
主
が
急
増
し
た
黙
は
注
意
に
値

す
る
。二
、
小
作
人
は
、
前
表
に
一
不
す
通
り
、
営
該
地
方
の
農
業
人
口

の
約
三
割
を
占
め
て
ゐ
る
。
パ
チ
グ
1
ル
が
自
作
者
の
大
部
分
を

山
め
る
に
封
し
て
、
小
作
人
は
主
と
し
て
、
グ
ラ
ラ
階
級
に
よ
っ
て

占
め
ら
れ
て
ゐ
る
。
勿
論
中
に
は
多
少
の
土
地
を
所
有
す
る
対
も

あ
る
が
到
底
之
れ
に
依
っ
て
衣
食
す
る
に
足
る
も
の
で
は
な
く
、

七

1) Petal. op. cit. p. 174 



印

度

の

農

村

社

曾

l¥. 

結
局
小
作
地
を
求
め
ざ
る
を
伴
な
い
。
或
は
之
年
の
僅
か
汝
土
地
さ
へ
抵
常
物
件
に
充
て
た
る
た
め
事
宜
上
金
く
小
作
人
と
同
様
り

も
の
も
あ
る
。
尚
ほ
バ
チ
、
グ
l
ル
に
し
て
小
作
す
る
者
も
少
数
は
あ
る
が
い
ふ
に
け
え
ら
な
い
。
或
は
。
ハ
チ
ダ
1
ル
が
自
己
の
痩
地
を

他
に
小
作
せ
し
め
白
分
は
良
地
を
他
か
ら
借
り
て
ゐ
る
者
も
あ
る
と
い
は
れ
る
。

三
、
共
に
小
作
制
度
を
一
瞥
し
ゃ
う
。

納
制
か
d

引
人
は
分
続
物
納
制
を
採
っ
て
ゐ
る
。

小
作
料
の
決
定
は
、
主
と
し
て
、
地
質
の
良
否
、
市
場
へ
の
近
接
度
、
桜
棋
の
便
否
等
の
外
に
、
山
川
ほ
小
作
人
の
社
合
的
地
位
如

何
に
よ
っ
て
行
は
れ
る
。
最
後
の
保
件
は
必
し
も
明
白
で
な
い
が
、
パ
チ
ダ
I
ル
の
如
き
上
厨
カ
ス
ト
に
屈
す
る
も
の
が
、
小
作
す

る
場
合
に
は
、
比
較
的
良
地
を
先
づ
山
め
る
の
で
、
グ
ラ
ラ
の
如
き
下
居
カ
ス
ト
の
小
作
地
よ
り
も
小
作
料
よ
り
も
尚
く
な
る
と
い

一
般
に
、
土
地
は
年
々
小
作

g
u芯
号
件
。

3
2
H
g習
に
よ
り
貸
付
け
ら
れ
、
先
制
令
一

ふ
と
と
が

b
る
と
と
は
認
め
ら
れ
て
ゐ
る
。
寺
院
と
か
諮
善
圏
胞
の
所
有
地
は
、

一
般
に
低
廉
で
あ
る
と
い
は
れ
る
。
地
主
が
肥
料

を
提
供
し
、
又
は
土
地
改
良
を
施
し
た
場
合
は
す
川
く
な
る
。
叉
地
主
に
封
し
債
務
の
あ
る
場
合
は
一
般
に
高
く
、
特
に
問
題
と
な
る

D
は
、
シ
ョ
l
カ

l
制
J

ロ5
2
0当日

sagayoL
と
て
、
地
主
か
ら
尚
利
の
金
を
借
り
、
小
作
料
は
年
々
の
利
息
に
充
て
ら
れ
永

久
に
債
務
奴
隷
と
し
て
無
料
で
地
主
の
土
地
を
排
作
す
る
が
如
き
結
果
に
陥
ら
し
め
る
場
合
で
あ
る
。
シ
ョ
ウ
カ
ー
な
る
も
り
は
概

ね
金
貸
し
、
仲
兄
人
、
銀
行
袋
、
商
人
等
の
如
、
で
多
く
は
不
在
地
主
で
あ
る
が
、
仮
令
村
内
に
居
住
し
て
も
良
治
に
興
味
を
持
た

歩
、
従
っ
て
土
地
改
良
の
如
き
を
考
ほ
せ
や
し
て
単
に
地
代
を
作
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
の
で
、
時
間
的
小
作
料

HNRwe『
巾
己
の
搾

取
と
い
ふ
と
と
が
生
れ
易
い
。

¥
 

寺
院
や
慈
善
問
胞
の
所
有
地
は
管
現
人
が
概
ね
怠
慢
の
た
め
に
敢
て
土
地
改
良
も
施
さ
れ
や
、
従
っ
て
枇
入
山
川
市
世
主
と
し
て
の
原
内

と
相
加
は
っ
て
小
作
料
が
低
く
な
る
も
の
L

如
く
で
あ
る
。

次
に
、
介
続
小
作
制
を
見
る
に
、
地
主
か
ら
肥
料
を
供
給
し
た
場
合
に
は
、
、
干
一
作
物
の
外
に
同
国
の
草
木
等
ま
で
を
合
め
た
全
牧



穫
物
の
牛
分
を
小
作
料
と
し
て
納
め
、
脅
迫
の
場
合
は
主
作
物
の
折
牛
と
い
ふ
と
と
に
な
る
。
陪
農
に
し
て
小
作
料
の
納
入
が
不
安

光
の
場
合
か
、
又
は
金
納
よ
り
も
有
利
で
る
る
と
考
へ
た
場
合
に
は
、
地
主
は
多
く
分
益
制
を
主
張
す
る
が
、
精
農
小
作
人
は
寧
ろ

金
納
制
を
撰
ぶ
を
常
と
す
る
。
然
し
凶
作
相
櫨
ぐ
場
合
に
は
結
局
と
の
分
益
制
に
落
付
く
と
と
に
な
り
、
近
年
多
少
増
加
の
傾
向
が

あ
る
冊
子
、
未
だ
金
納
制
の
方
が
遥
か
に
多
く
行
は
れ
て
ゐ
る
。
常
時
の
調
布
に
依
れ
ば
、
管
内
に
於
い
て
僅
か
に
七
%
が
と
の
制
度

に
属
す
る
の
み
で
あ
る
。

分
九
位
制
に
つ
い
て
は
、
民
千
点
刊
に
依
つ
て
は
反
射
す
る
者
も
あ
る
が
、
無
責
力
の
小
作
人
と
し
て
は
自
分
か
ら
合
瑚
的
に
絞
替
し
、

凡
て
を
金
納
化
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
か
ら
と
れ
を
撤
廃
す
る
と
と
は
無
産
農
民
の
生
産
力
を
減
退
す
る
倶
れ
が
あ
り
、
健
一
J

ろ、

問
題
は
。
凡
て
の
地
主
が
そ
の
所
有
地
に
到
し
て
熱
意
を
示
し
、
充
分
の
資
材
を
供
給
す
る
と
と
と
そ
解
決
の
主
要
貼
で
あ
る
と
い

ふ
の
が
と
の
著
者
の
見
解
で
あ
る
。

三
、
農
諮
問
労
働
者
は
営
地
方
に
於
げ
る
農
業
人
口
の
中
、
僅
か
に
六
d

河
内
外
を
占
め
る
に
す
ぎ
な
い
と
と
は
前
去
に
示
さ
れ
た
泊

り
で
あ
る
。

一
部
は
グ
ラ
ラ
及
び
稀
に

之
に
従
事
す
る
も
の
は
、
主
と
し
て
デ
ツ
ド
即
ち
最
下
貯
の
奴
隷
カ
ス
ト
に
所
属
さ
る
も
の
で
あ
り
、

貧
し
い
バ
チ
、
グ
l
ル
に
依
つ
で
も
な
さ
れ
る
と
と
が
あ
る
。
然
し
・
な
が
ら
、
興
味
あ
る
貼
は
均
し
く
農
業
労
働
と
い
っ
て
も
、
之
ル
干

の
カ
ス
ト
を
異
に
す
る
も
の
は
夫
々
日
労
務
の
種
類
が
一
定
し
て
ゐ
る
と
と
で
あ
り
、
カ
ス
ト
制
度
の
特
徴
を
克
く
示
し
て
ゐ
る
。
即

ち
J

ア
ツ
ド
の
話
し
得
る
仕
事
は
、
除
草
、
作
物
の
刈
取
、
相
や
煙
草
の
移
植
等
の
如
き
、
比
較
的
単
純
な
努
務
に
限
ら
れ
、
車
糊
を

駆
使
す
る
と
と
土
地
の
耕
転
の
如
き
方
面
は
、
ダ
ラ
ラ
か
パ
チ
ダ
1
ル
が
錯
す
と
と
L

な
っ
て
ゐ
る
。
山
川
ほ
又
、
後
の
二
者
は
労
働

者
で
あ
っ
て
も
、
物
持
ち
の
地
主
と
白
山
に
仲
間
入
り
が
出
来
る
が
、
デ
ツ
ド
は
全
く
除
け
者
扱
円
い
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

一
般
に
、
仕
事
が
一
日
檎
躍
さ
れ
る
場
合
に
は
、
聾
食
は
耕
地
の
巾
で
雇
主
か
ら
給
さ
れ
、
緋
首

賃
銀
は
日
給
を
普
通
と
す
る
。

印

度

の

農

村

社

曾

九



印

度

の

長

村

社

曾

四
O 

持
参
の
場
合
に
は
そ
れ
に
釘
し
別
に
幾
分
か
支
榔
は
れ
る
。
州
労
組
時
間
は
午
前
八
時
か
ら
日
決
ま
で
約
十
時
間
、
若
し
煙
車
誕
の
摘

取
の
如
く
早
朝
の
露
の
干
ぬ
間
に
行
は
ね
ば
な
ら
な
い
校
な
短
時
間
の
仕
事
の
場
合
に
は
時
間
姉
ひ
と
す
る
。
賃
銀
ル
慣
行
に
よ
り

品
物
を
以
円
J

て
支
捌
は
れ
る
と
と
も
あ
る
。
と
れ
は
打
穀
作
業
の
如
く
、
こ
の
地
方
で
は
夜
か
ら
始
め
て
翌
朝
に
檎
縮
す
る
や
う
な
、

一
日
の
持
働
円
程
で
な
し
得
た
い
仕
事
に
つ
い
て
行
は
れ
て
ゐ
る
。

契
約
期
間
は
又
、

一
年
に
一
凡
る
と
と
も
あ
り
、
と
の
年
一
屈
は
必
十
ダ
ラ
ラ
に
限
ら
れ
て
居
る
と
と
も
注
意
す
可
き
で
あ
ら
う
。

ζ

れ
は
普
通
住
居
小
田
町
と
夜
食
が
供
給
さ
れ
る
3

女
子
や
子
供
も
屈
は
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
櫛
ね
軒
易
た
仕
事
に
限
ら
れ
て
ゐ
る
。

賃
銀
の
高
低
は
需
妥
供
給
の
附
則
に
支
配
さ
れ
る
と
と
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
が
、
近
年
そ
の
供
給
源
の
主
臨
と
も
い
ふ
可
き
デ
ツ

ド
階
較
が
附
近
の
工
業
都
市
に
移
動
す
る
者
多
い
た
め
益
k

労
力
不
足
を
来
し
、
と
れ
は
農
業
労
働
の
如
き
季
節
と
の
開
係
の
深
い

も
の
に
取
っ
て
重
大
で
あ
る
が
、
特
に
煙
草
栽
晴
者
に
取
っ
て
致
命
的
の
影
響
を
興
へ
て
ゐ
る
。
向
ほ
教
育
の
北
H

及
ゃ
、
上
府
階
級

の
横
柄
な
態
度
等
も
下
府
カ
ス
ト
の
離
村
を
促
進
せ
し
め
る
原
凶
と
な
っ
て
ゐ
る
こ
と
も
疑
ひ
を
森
れ
な
い
。

斯
様
に
、
時
に
賃
銀
が
種
々
の
以
凶
に
よ
り
せ
り
上
げ
ら
れ
る
と
と
は
あ
る
に
し
て
も
一
ヶ
年
を
通
じ
て
弊
働
者
の
得
一
吋
き
所
得

は
極
め
て
貧
弱
・
な
も
の
で
、
彼
等
、
主
と
し
て
デ
ツ
ド
の
生
活
標
準
は
世
に
低
度
に
止
り
、
と
れ
が
結
局
農
業
持
倒
の
能
率
を
依
然

と
し
て
不
振
友
ら
し
め
る
原
因
と
見
ら
れ
る
。
拾
に
於
て
著
者
の
如
き
は
速
か
に
指
導
階
級
は
油
正
賃
銀
を
定
め
て
一
面
に
農
業
の

琵
展
に
便
せ
し
め
他
而
デ
ツ
ド
の
史
生
策
を
同
る
可
・
守
口
で
あ
る
と
な
し
そ
の
緊
急
且
つ
雷
一
一
要
性
b
L
強
調
し
て
ゐ
る
。

Mt 

門口
木
稿
は
昨
年
九
月
行
っ
た
法
躍
曾
の
研
究
報
告
草
稿
で
あ
る
(
昭
和
十
七
年
二
月
)


